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○嘉麻市自主防災組織設立支援等補助金交付規程 

平成２７年６月１０日 

告示第３２号 

改正 平成２８年６月１０日告示第４２号 

令和元年１０月１日告示第６２号 

令和４年３月１８日告示第２２号 

（目的） 

第１条 この告示は、嘉麻市内の自主防災組織の育成及びその活動の推進を

図り、もって地域防災力の向上に資するため、自主防災組織に対する、予

算の範囲内における嘉麻市自主防災組織設立支援等補助金（以下「補助金」

という。）の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において自主防災組織とは、行政区域を基本とした地域住

民が自主的に当該地域の防災対策を確立するため、次に掲げる防災活動を

行う団体で、自主防災組織結成届（様式第１号）を市長に提出した団体を

いう。 

（１） 防災に関する意識の高揚及び防災知識の普及 

（２） 地震等の災害に関する予防 

（３） 災害発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護及び避

難誘導等の応急対策 

（４） 防災訓練及び防災教室等の開催 

（５） その他自主防災組織の目的を達成するために必要な活動 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、自

主防災組織の設立（以下「自主防災組織設立事業」という。）及び自主防

災組織の活動（以下「自主防災組織活動事業」という。）に要する経費で

あって、次に掲げるものとする。 

（１） 自主防災組織設立事業 避難誘導用資機材、救助用資機材、避難

生活用資機材、その他防災活動に必要な資機材と市長が認めるもの 

（２） 自主防災組織活動事業 訓練に使用する資機材及び材料、研修・
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講習会等に要する消耗品及び講師謝礼、その他訓練等に必要であると市

長が認めるもの 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費に要する額とし、前条各号に掲げる事

業（以下「補助事業」という。）に応じ、別表に掲げる額を上限とする。 

２ 前条第１号の事業に関する補助金は、１自主防災組織に対し、１回限り

交付するものとする。 

３ 前条第２号の事業に関する補助金は、１自主防災組織に対し、１年に１

回限り交付するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織（以下「申請団体」と

いう。）は、嘉麻市自主防災組織設立支援等補助金交付申請書（様式第２

号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書（様式第３号） 

（２） 収支予算書 

（３） 自主防災組織の活動計画 

（４） 補助対象経費の見積書の写し 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付条件） 

第６条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、嘉

麻市補助金等交付規則（平成１８年嘉麻市規則第４９号。以下「規則」と

いう。）第５条の規定により付された条件とする。 

（１） 取得した資機材は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効

率的使用に努めること。 

（２） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（補助金の交付決定等の通知） 

第７条 市長は、交付の決定をした日の翌日から起算して６０日以内に、当

該決定の理由を付し、嘉麻市自主防災組織設立支援等補助金交付決定通知

書（様式第４号）により申請団体に通知しなければならない。 
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（補助事業の内容の変更等） 

第７条の２ 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更（市長

が認める軽微な変更を除く。）する場合は、あらかじめ嘉麻市自主防災組

織設立支援等補助金変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出して、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ嘉麻市自主防災組

織設立支援等補助金中止（廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出

して、その承認を受けなければならない。 

（補助事業の変更等の承認等） 

第８条 市長は、前条第１項又は第２項の規定による補助事業の変更等の承

認申請書を、補助金交付の決定を受けた申請団体（以下「補助団体」とい

う。）から受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る承認又は

不承認を決定しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定に基づく承認又は不承認を決定した場合は、嘉麻市

自主防災組織設立支援等補助金変更（中止・廃止）承認・不承認通知書（様

式第７号）により、当該承認又は不承認の決定の結果及びその理由を当該

補助団体に対し、通知しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期

日として市長が定める日は、補助金の交付決定通知の送付を受けた日から

起算して１０日を経過した日とする。 

（実績報告） 

第１０条 補助団体は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了し

た日の翌日から起算して３０日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属

する年度の翌年度の４月１５日のいずれか早い日までに、嘉麻市自主防災

組織設立支援等補助金事業完了（中止・廃止）実績報告書（様式第８号）

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 事業実績書（様式第９号） 

（２） 収支決算書 

（３） 領収書、受領証等支払いを証明するものの写し 
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（４） 購入した資機材の写真及び保管場所の位置図 

（５） 自主防災組織活動事業にあっては、訓練又は研修会の実施状況を

証する写真 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（財産の管理及び処分） 

第１１条 補助団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した防災資

機材についての台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければな

らない。 

２ 規則第２１条第１項第２号の市長が指定するものは、補助金により取得

した機械及び器具のうちで取得価格が５０，０００円以上のものとする。 

３ 規則第２１条第２項の規定による市長が定める期間は、減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められた当

該防災資機材の耐用年数を経過するまでの期間とする。 

４ 補助団体を解散するときは、補助事業により取得した防災資機材の処分

について、市長の承認を受けなければならない。 

（嘉麻市補助金等交付規則との関係） 

第１２条 この告示に定めのない補助金の交付手続等については、規則の定

めによらなければならない。 

（補則） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この告示は、平成２７年６月１０日から施行する。 

附 則（平成２８年６月１０日告示第４２号） 

この告示は、平成２８年６月１０日から施行する。 

附 則（令和元年１０月１日告示第６２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に手続中の補助金等は、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月１８日告示第２２号） 
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（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ この告示の施行の際現にある改正前の嘉麻市自主防災組織設立支援等補

助金交付規程に基づく様式による用紙は、当分の間、なお所要の修正をし

てしようすることができ、又は現に現存するものについては、これを使用

することができる。 

別表（第４条関係） 

事業 構成行政区数 補助上限額 

自主防災組織設立

事業 

１ ３００，０００円 

２ ５００，０００円 

３以上 構成行政区数に１００，０００円を乗じ

た額に３００，０００円を加えた額 

自主防災組織活動

事業 

１ １００，０００円 

２ １６０，０００円 

３以上 構成行政区数に３０，０００円を乗じた

額に１００，０００円を加えた額 

注）自主防災組織を行政区内の一部の世帯で構成する場合は、上記補助上

限額に、自主防災組織を構成する世帯数を行政区内の全世帯数で除した割

合を乗じて得た額を補助上限額（その額に１，０００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）とする。 
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